様式第10号
運営に関する事項（設置予定地・開設時間）
	法人名
	

	所在地
	〒
　十和田市


	

設置方法

	□賃借（戸建）　　 　　　　　　□賃借（集合建物）
賃貸物件の際の所有者の承諾（有・無・その他〈　　　　　　　　　　　〉）
□法人敷地内　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※☑を付けてください。その他の場合はその状況を記入してください。

	

窓口開設時間
	〇営業時間　　　　　曜日から　　　曜日までの
午前　　　時　　　分から午後　　　時　　　分まで
〇休業日
ア　土曜日及び日曜日
イ　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
ウ　12月29日から同月31日及び１月２日、同月３日まで

※休業日は最低基準を記載していますので、常時、窓口開設時間を延長して運営する場合、及びア～ウに掲げる日に窓口を開設して運営する場合は、適宜修正してください（選考時の加点対象となります）。

	1　障がい者基幹相談支援センターの設置予定地（所在地図）




















運営に関する計画書（設置予定地）
	法人名
	

	２　事務所内平面図






























※入口、事務室、相談室がわかるように記載すること。



